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旧・新町住宅地の桜並木、呑川親水公園、清明亭 と周辺の地域風景資産 ほか 

深沢八丁目無原罪特別保護区 
 （無原罪聖母宣教女会院庭） 

春、秋の指定日に公開 

世田谷区みどりの基本条例にもとづい

て、特別に保全する必要がある樹林

地等として指定さています。池の湧水

を守るため、深沢 8 丁目の全域と 7 丁

目の一部が無原罪特別保護区湧水池

涵養域とされ、雨水浸透ますの設置が

推進されています。 

清明亭（都立深沢高校内） 

    日程や時間を限定して公開 

 
1931(昭和 6)年竣工、明治神宮宝物館

や神田明神で知られる大江新太郎設

計による建物で、わかもと製薬創業者

長尾欽彌邸の離れでした。1963（昭和

38）年深沢高校創立後、清明亭と命名

されました。東京都歴史的建造物に選

定されています。 
  写真提供：せたがや街並保存再生の会 

 ―私たちのまちを代表する大切な資産をご紹介します― 

呑川親水公園 

 
呑川は、桜新町から目黒区、大田区を

経て東京湾に注ぐ川です。暗渠化され

ずに残っていた玉川通りの新桜橋～

駒沢通りの呑川橋間の 870m が親水

公園として整備され、1993(平成 5)年に

親水公園として開園しました。両岸の

ソメイヨシノが 初に植えられたのは

1936（昭和 11）年以前で、現在は、120

余本あります。親水公園の水は、ポン

プによって循環させています。 

旧・新町住宅地の桜並木

1913（大正 2）年に分譲を開始した新

町住宅地に、分譲当初に植えられたソ

メイヨシノの並木です。新町は、桜の名

所として有名になり、玉電の停留所名

が新町から桜新町に変わりました。 

1968(昭和 63)年の住居表示導入の

際、桜新町が地名になりました。 

現在は、右図の東・南・西の大通りに

150 余本が植えられています。当初か

らの古木も残っていますが、老木の植

え替えが計画的に行われています。 
 

* 地域風景資産現地標示プレート（区から配布されたもの） 

  QR コードを読み取ると説明が示されます。 

園芸高校の並木とみどりの空間 

秋山の森と旧秋山邸 

双子の給水塔の聳え立つ風景
松林と大欅のある世田谷区新町公園 

呑川橋 

新桜橋 

清明亭 

地域風景資産現地標示プレート 

地域風景資産現地標示すプレート 

 標示箇所 

標示箇所

谷沢川の桜並木 



    

●新町住宅地とは…？ 

 1907（明治 40）年に田園都市線の前身である玉川電

車（玉電）が渋谷～玉川間に開通しました。その後、

新町停留所を現在の桜新町駅の位置に移設して、この

停留所から南に引き込み道路（現在のサザエさん通り）

を設け、1913（大正 2）年にほぼ現在の桜新町交番の

位置から南に広がる約 23.5ha の新町住宅地の分譲が

開始されました。東京信託株式会社が分譲したので、

信託会社住宅地ともよばれました。桜新町区民集会所

の西側道路脇に「信託住宅発祥地」の石碑があります。

●せたがや地域風景資産とは…？ 

 世田谷区風景づくり条例に基いて第 1回（平成 14年

度）に 36、第 2回（平成 19年度）に 30、第 3 回（平成

25 年度）に 20 の地域風景資産が選定されました。 

 次の 4つを満たすことが条件です。 

 ①風景としての資産の価値がある。 

 ②地域の共感・共有がある。 

 ③風景づくりにつながるアイディアがある。 

 ④コミュニティづくりにつながる可能性がある。 

●地域の 100 年史を刊行、配布しています。 
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          年間の主な活動例 （毎月の定例会を除く）

●まち歩きの開催 

   お花見まち歩き （4 月初旬） 

  みどりのまち歩き（不定期） 

●集いの開催 

  講演会、懇談会、他団体との交流会、紙芝居など

●ニュースレター「さくら・さくら」発行（年4回）

●桜新町親和会行事への参加 

 春（花びら）、秋（落葉）の桜並木清掃活動 

●桜新町商店街振興組合行事への参加 

  さくらまつり（4月中旬） 

深沢・桜新町さくらフォーラム 

〒158-0081 世田谷区深沢 8-19-6 フェリックス気付

電話 03（3702）3274 

Ⓒ深沢・桜新町さくらフォーラム、2017 

このリーフレットは、 世田谷区の地域の絆ネットワーク 

支援補助金を受けて 2017 年 3 月に作成しました。 

・地域についての資料や情報をお寄せください。 

・会員を募っております。 

定例会 毎月 1回 桜新町区民集会所にて 

会 報 「フォーラムだより」毎月 1回発行 

会 員 正 会 員：本会の目的に賛同して活動する会員

    賛助会員：本会の目的に賛同して活動を支援 

         する会員 

会 費 正 会 員：年額 2,000 円（学生は免除可） 

    賛助会員：年額 1 口 1,000 円 

は、 
せたがや地域風景資産に選定された 

「呑川親水公園」と「旧・新町住宅地の桜並木」 
を核にした風景づくりの啓発や活動を行う 

市民グループです。 
http://sakura-forum.jimdo.com/ 

 


